
　市は、毎年６月と１２月の２回、財政状況を公表しています。皆さんが納めている税金がどのように使われて
いるか、また、どのくらい納められているかをお知らせします。
　今回の公表は、現計予算の状況および３月３１日までの収入・支出の状況であり、決算とは異なります。
　令和７年３月３１日までに確定した債権・債務の整理を出納整理期間（４月１日～５月３１日）に行い、収納、支出
された額が加算され決算額となります。

現計予算額とは・・・
　当初予算に補正予算や前年度か
らの繰越額を加えた額のことです。

　国保や介護保険、後期高齢者医療等、
特定の保険料・使用料等の収入で特定
の事業を行っている会計です。一般会
計と区別して個別に経理しています。

水道事業と下水道事業は地方公営企業法の適用を受け、民間企業と同様の会計方式をとっています。

収益的収入…水道料金等　　収益的支出…動力費（電気代）・修繕費等　　資本的収入…企業債、国庫補助金等　　資本的支出…水道管の工事費等

市民１人あたりの
市債残高

４４万9,019円

一般会計、下水道事業、水道事業で借り入れを行っています。

合計 ４１５億２３９万円

予算の
執行状況
について

●市民１人あたり

●水道事業会計 ●下水道事業会計

財政課財政係　☎（６３）２１５１

令和６年度の財政状況をお知らせします

執行率 ９０．９％

…収入済額…収入済額 …支出済額…支出済額

執行率 ８５．１％

執行率 ９６．４％

…現計予算額…現計予算額

執行率 ９２．９％

１９５億６，０５３万円

その他
２０，７４９円

法人市民税
１４，７５８円

個人市民税
５１，００６円

固定資産税
７３，２０９円

民生費
１９１，０８５円

総務費
７３，２７８円教育費 ５９，５８２円

衛生費
４３，３３３円

土木費
４３，２４９円

公債費
３７，９２８円

商工費
２０，３０７円

その他
３６，８９５円

１５億５，００４万円 ２５億７，７７５万円

４０８億８，０００万円

２０３億８，８２６万円

１６億３，０９０万円 ２５億４，１５９万円

４６７億３，７３８万円

１９６億５，５９９万円

１５億４，４７８万円 ２４億２，７８２万円

２２億１０７万円 １０億２，０９７万円
１２億７，９４５万円 ６億９，５１０万円

２５０億５，０００万円

８３億６９４万円 ８１億４，５４５万円

３０億７，３５０万円 １９億４，０７５万円
２１億５，８３８万円 １５億９，０４８万円

４３４億４０３万円

１８５億２，９９６万円

１３億７，２７８万円 ２２億３，９１２万円

３９７億９，４５５万円

収入済額

資本的収入 資本的収入

収入済額

支出済額

資本的支出

出資金

１億7,991万７千円

2,600万円

６億6,367万８千円

446,204㎡

4,650,199㎡

１５３億8,860万３千円

有価証券

債権

建物

土地

基金

一般会計 下水道事業 水道事業

資本的支出

支出済額

現計予算額

収益的支出 収益的支出

現計予算額

当初予算額

収益的収入 収益的収入

当初予算額

有価証券

債 権

負担する市税
１５９，７２２円

使われるお金
５０５，６５７円

一般会計

特別会計

公営企業会計

市の財産 市が借りているお金

▼CHECK
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国民健康保険後期高齢者医療

有効期限の切れた資格確認書・保険証（うすむらさき色）は、8月1日以降、各自で処分してください。

にご加入のみなさんへ
保険年金課保険年金係　☎(63)2125

　７月下旬に、後期高齢者医療制度に加入の人には「資格確認書」を、国民健康保険加入の人にはマイナ
保険証の有無によって異なるものを郵送します。医療機関等を受診する時に窓口で提示するものについ
ては、下記をよくご確認ください。
※「マイナ保険証」とは、健康保険証利用登録をしているマイナンバーカードです。

後期高齢者医療

国民健康保険
マイナ保険証を持っている人へ

マイナ保険証を持っていない人へ

◆被保険者全員に、8月1日以降に使用できる 「資格確認書（うすむらさき色）」 を送付します
 　・ 「資格確認書」は「マイナ保険証」の有無にかかわらず送付します。有効期限は「令和8年7月31日」です。

◆「資格情報のお知らせ」を送付します
 　・ 「資格情報のお知らせ」には原則有効期限がありません。今回お送りしたものは大切に保管してください。
 　・ 内容に変更があった場合は、新しいものを交付します。
　　ただし、次の人は有効期限がありますので、送付時期になったら、申請不要で新しいものを交付します。

◆８月1日以降に使用できる 「資格確認書（うすみどり色）」 を送付します
 　・ 「資格確認書」の有効期限は「令和8年7月31日」です。
　　令和8年7月末までに75歳になる人は、75歳の誕生日の前日が有効期限です。

◆医療機関等で診療を受けるときは
 　・ お届けした  「資格確認書（うすみどり色）」  を利用してください。

◆医療機関等で診療を受けるときは
 　・ 受診の際は、「マイナ保険証」を利用してください。
 　・ 医療機関等の窓口で、マイナ保険証による資格確認ができないときは、
　　「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」の両方を医療機関に提示してください。

◆医療機関等で診療を受ける時は
 　・ 「マイナ保険証」または、お届けした 「資格確認書（うすむらさき色）」 のどちらでも利用できます。

◆限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の新規交付は終了しました
 　・ 現在、有効な証をお持ちの人→申請なしで「資格確認書」に限度区分が記載されます。
 　・ 有効な証をお持ちではなく、「資格確認書」へ新たに限度区分の記載を希望する人→窓口で申請してください。

 　　令和7年8月から
 　　令和8年7月までに

新しいものの
送付時期 送付されるもの

70歳になる人 70歳になった月
「資格情報のお知らせ」

◆70歳になった月の翌月1日から使用できます。
◆負担割合が記載されています。

70歳から74歳になる人 毎年7月下旬
「資格情報のお知らせ」

◆負担割合は毎年算定するので毎年送付します。
◆8月からの新しい負担割合が記載されています。

75歳になる人
（後期高齢者医療へ加入） 7５歳になる前の月

「資格確認書」
 75歳の誕生日から使える後期高齢者医療のもの

今回お届けする「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等で診療を受けることはできません。

他の健康保険に加入したら
必ず届出を！
　マイナ保険証があっても自動
的には処理されません。詳しく
は、市役所保険年金課まで。

市ホームページ
国保をやめるとき ▶
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